
 
 

有床診療所整備計画について 

 
○ 趣旨 

  医療法施行規則第１条の１４第７項の規定に該当する有床診療所としての医療計

画記載の可否について、届出基準に照らし適当と判断し、その旨計画者へ通知しまし

たのでご報告します。 
（根拠規定：医療法施行規則第１条の１４第７項の適用に関する事務取扱要領第７） 

 
１ 病床設置予定の診療所 

病床の種類 
(医療法施行規
則第 1条の 14
第 7項) 

医療圏 

設置予定等の診療所 
①名称 
②所在地 
③開設者 
④標榜科目 

開設病床数 
(床) 

備  考 
現
在
増
加

計 

居宅等医療 
(第 1号) 

名古屋 
医療圏 

① 医療法人紫陽クリニックサ
ンセール清里 

②  名古屋市西区比良三丁目
104番地 

③ 医療法人紫陽 
④ 内科、消化器内科、 
整形外科 

0 19 19 

平成 27年 5月 
病床設置予定 
（平成 25 年 6 月 
1日開設） 

( 参 考 )  
医療法施行規則第 1 条の 14 第 7 項 

第 1 号 居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所として医療計
画に記載され、又は記載されることが見込まれる診療所に一般病床を設けよう
とするとき。 

 

２ 届出基準に対する適否 
基準（Ｈ20.10.6 愛知県医療審議会で承認） 申請内容 適否 
(1) 診療報酬上で定められている在宅療養

支援診療所の届出が東海北陸厚生局にな

されていること（診療所新設の場合は届け

出することが確実なこと）。 

(1)東海北陸厚生局に在宅療養支援
診療所として届出済。 

 

適 
 
 
 

(2) 在宅医療の実施にあたり当該診療所に
病床を設置することが適切かつ必要性が
あると認められること(有床診とする理由
が明確であること)。 

(2)在宅医療の患者の急性期疾患時
の受け入れ先として体制を整え
る。 

適 

 
（参考）名古屋医療圏の一般病床及び療養病床に係る病床数 
    基準病床数 １５，３８８床 
    既存病床数 ２０，２５１床 
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